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１．概要 

本市のふるさと納税返礼品の一部に不適正な表示があったことが、事業者への調
査によって判明しました。 
 現在返礼品の取り扱いは停止中。事実関係の詳細な調査を進めております。 
 
２．経緯 

令和 7 年 11 月 11 日、「株式会社飛鳥フーズ」が、原料原産地名等について不適
正な表示をしたとして、農林水産省は同社へ表示の是正等の指示をした旨を発表。  
これを受け本市が同社に事実関係の調査を求めたところ、11 月 14 日、過去の返

礼品の一部に不適正な表示があったことを確認しました。 
現在、事実関係の詳細な調査を進めております。 

 
３．寄附者への対応 

対象の返礼品を受け取られた寄附者への具体的な対応等は、現在検討を進めてお
ります。確定次第速やかにご案内します。 
 
この度は、対象となる返礼品をお受け取りいただきました皆様をはじめ、多くの

皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、心より深くお詫び申し
上げます。 
本市は本件を真摯に受け止め、再発防止への取り組みを行ってまいります。 

【本件の問合せ先】 

地域経済課 魅力創造係（担当:難波・石井） ☎（0258）62-1700 

見附のイメージキャラクター 
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